
 

マイナ保険証の廃止を！ 

 

     記帳会のご案内 

 
 

大
腸
が
ん
検
診
に
５９

名
が
受
診 

陽
性
判
定(

＋)

の
方
は
再
検
査
を 

 

検
診
を
受
け
た
方
へ
検
査
結
果
を 

お
届
け
し
ま
す
の
で
ご
確
認
下
さ
い
。 

 

 

１１

月
に
行
っ
た
大
腸
が
ん
検
診
で
は
、
５９

名
の 

 

会
員
・
ご
家
族
・
従
業
員
の
方
が
受
診
し
ま
し
た
。 

             

免
税
事
業
者
で
令
和
５
年
に 

イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
を
し
た
方
へ 

イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
で
課
税
事
業
者
に
な
っ
た
方
で
、
登
録

を
取
消
し
た
い
場
合
は
、
１２

月
１７

日(

火)

ま
で
に
登

録
の
取
消
届
を
税
務
署
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
令
和
５
年
１０

月
～
１２

月
の
登
録
は
、
令
和
７
年
分

か
ら
免
税
事
業
者
に
戻
れ
ま
す
が
、
令
和
６
年
分
の
消

費
税
は
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

  
 

～あなたも民商の共済会に～  

会員・配偶者は無条件で加入可 

同居家族、従業員も加入可 
村上民商ニュース① 
 

NO.588  村上市仲間町３３４ 

村上民主商工会 

☎75-5272 ＦＡＸ62-7392 2024/12/2 

 

ース 

見舞金・祝金 

月 1,000 円 

 

・
記
帳
の
や
り
方
を
教
え
て
ほ
し
い
。 

 

・
青
色
申
告
に
し
た
い
。 

 

・
会
社
設
立
や
法
人
化
に
し
た
い
。 

 

・
国
や
自
治
体
の
制
度
融
資
を
使
い
た
い
。 

高
す
ぎ
る
国
保
税 

 
 

・
滞
納
が
あ
る
。 

・
差
し
押
さ
え
予
告
が
き
た
。 

 
 

・
国
保
税
を
減
免
し
た
い
。 

・
保
険
証
が
な
い
。 

労
災
保
険
・
社
会
保
険 

 

・
社
会
保
険
の
支
払
が
大
変
。 

・
従
業
員
を
雇
お
う
と
し
て
い
る
。 

・
元
請
か
ら
一
人
親
方
の
労
災
加
入
を
求
め 

ら
れ
て
い
る
。 

 
 

 

・
労
働
保
険
の
事
務
手
続
き
が
大
変
。 

消
費
税 

 
 

 

・
分
割
納
付
に
し
た
い
。 

 
 

 

・
納
税
猶
予
の
申
請
を
し
た
い
。 

過
払
い
金
の
相
談
も
受
付
し
て
い
ま
す 

１２

月
の
無
料
法
律
相
談 

日 

時 

１２

月
１１

日
（
水
） 

 
 
 
 

午
前
１０

時
３０

分 

会 

場 

村
上
民
商
事
務
所 

弁
護
士 

新
潟
中
央
法
律
事
務
所 

 

小
淵
真
理
子
弁
護
士 

※
相
談
受
付
締
め
切
り 

１２

月
９
日
（
月
） 

☆
相
談
希
望
の
方
は
、
必
ず
事
前
に
電
話
で
予
約
を
。 

☆
緊
急
の
相
談
は
新
潟
市
の
同
法
律
事
務
所
で
す
。 

事
務
局
ま
で
連
絡
を
。 

今年も残り１ヶ月となりました。日々の自主記帳は 

とても大切です。初心者向けの帳面の付け方などの 

記帳会を開催します。帳面付けに自信がない方は是非

参加してください。 

日 時 １２月１３日（金）  

① 昼の部１４時～ ②夜の部１９時～ 
 

場 所 民商事務所 
 

参加希望の方は①または②の時間を 

民商へご連絡をお願いします 

検
査
結
果
が
陽
性
（
＋
）
だ
っ
た
方

は
、
早
め
に
医
療
機
関
で
再
検
査

を
受
け
ま
し
ょ
う
。 

 

共
済
加
入
者
が 

再
検
査
を
受
け
た
場
合 

５
千
円
の
補
助
が
あ
り
ま
す
。 

 

春
期
特
別
会
費(

３
０
０
０
円)

の 

 
納
入
に
ご
理
解
・
ご
協
力
を 

確
定
申
告
に
向
け
て
、
春
期
特
別
会
費
は
、
確 

 

定
申
告
資
料
の
作
成
・
印
刷
や
、
相
談
会
チ
ラ
シ 

の
印
刷
・
新
聞
折
り
込
み
な
ど
大
量
の
宣
伝
の
費 

用
に
使
わ
れ
ま
す
。 

厳
し
い
経
済
状
況
の
中
で
す
が
、
財
政
難
の
村
上 

民
商
の
現
状
、
宣
伝
の
重
要
性
等
を
ご
理
解
頂
き
、 

１２

月
通
常
会
費
と
一
緒
に
ご
入
金
い
た
だ
け
れ
ば 

幸
い
で
す
。
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

村
上
民
商
・
役
員
会 

 

１２月２日以降も、現在使っている保険証を 

今まで通り、有効期限まで使えます。 

●後期高齢者の場合 

→令和７年７月３１日まで 

●国保の場合 

→保険証に記載の有効期限まで 

●協会けんぽ、建築組合などの場合 

→令和７年１２月１日まで 

※有効期限が切れても、自動的に交付される『資格 

確認書』を医療機関で見せるだけで受診できます。 



 

～あなたも民商の共済会に～  

会員・配偶者は無条件で加入可 

同居家族、従業員も加入可 見舞金・祝金 

月 1,000 円 
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ース 

 

 

村上民商事務所へ集まって一緒に視聴しましょう！経営対策交流会を開催します 
 

下記のチラシのとおり、村上民商事務所でオンライン視聴します。参加を希望の方は民商へご連絡をお願いします。         

日時：１２月４日（水）１９時～２０時３０分、 会場：村上民商事務所 

 


